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[bookmark: _Hlk188957923][bookmark: _Hlk187744257]石川地域活性化センター舞天館・石川多目的ドーム施設管理業務
業務委託仕様書

１，業務名称
石川地域活性化センター舞天館・石川多目的ドーム施設管理業務

２，総則
[bookmark: _Hlk187744366]　本仕様書は、本業務を遂行するために必要な事項を定め、石川地域活性化センター舞天館（以下「舞天館」という。）及び石川多目的ドーム（以下「多目的ドーム」という。）の適正な施設管理を期するものである。

３，履行期間
　令和８年４月１日より令和９年３月３１日までとする。

４，施設概要
[bookmark: _Hlk187743300]（１）石川地域活性化センター舞天館
	所在地
	うるま市石川２３１２番地３

	建築年月
	平成１５年４月
	敷地面積
	３,７８１㎡

	建物規模
	地上２階　地下１階
	建物の構造
	鉄筋コンクリート造

	建築面積
	１，０８１㎡
	延床面積
	１，１１１㎡

	開館時間
	９：００～２２：００

	休館日
	日曜日
１２月２９日～１月３日
６月２３日（慰霊の日）

	施設構成
	多目的ホール・会議室・マルチメディアルーム・ラウンジ・事務室・インキュベート室（※）


（※）インキュベート室については、入居受入を停止している。

（２）石川多目的ドーム
	所在地
	うるま市石川２２９８番地１

	建築年月
	平成７年９月
	敷地面積
	１４,７４７㎡

	建物規模
	地上２階　
	建物の構造
	鉄筋コンクリート造

	建築面積
	２，２２６㎡
	延床面積
	２，４１０㎡

	利用時間
	使用許可申請時のみ利用
	休館日
	使用許可申請時のみ利用

	施設構成
	ドーム・牛舎・観客席



５，対象経費
　本業務の見積は、別紙「業務内訳書」に沿って下記のとおり作成すること。
（１）各経費は税抜き価格とし、合計額に別途消費税額（１０％）を記載すること。
（２）直接人件費は、「職種名」「人工数」「単価」「数量」を明記すること。
（３）単価や数量等は、労働条件や市場情勢を踏まえて適切な水準を設定すること。
（４）一般管理費は１０％以内とし、再委託費（外注費）は含まないこと。
（５）業務委託料の上限は、１４,６７６,９７０円（消費税込）とする。

６，関係法令
　舞天館の管理事務委託業務の実施あたっては、次に掲げる法令はもとより、各種関係法令
を遵守すること。なお、本契約期間中に関係法令等に改正があった場合には、改正された内
容を仕様とする。
　　（１）石川地域活性化センター舞天館条例
　　（２）石川地域活性化センター舞天館条例施行規則
　　（３）うるま市石川多目的ドームの設置及び管理に関する条例
　　（４）うるま市石川多目的ドームの設置及び管理に関する条例施行規則
　　（５）個人情報の保護に関する法律
　　（６）うるま市個人情報の保護に関する法律施行条例
　　（７）労働基準法
　　（８）地方自治法
　　（９）地方自治法施行令
　　（１０）うるま市会計規則
　　（１１）その他関係法令

７，業務の内容及び範囲
（１）石川地域活性化センター舞天館の施設管理に関すること
　①　施設利用の案内に関する業務
　　②　施設予約受付業務（納付書発行等の金銭請求業務を含む）
（ア）使用料の徴収業務
・施設予約時における調停業務
・納入予定通知書の発付業務
・収納業務
（イ）収納した歳入の内容を示す計算書の作成業務
（ウ）領収書の交付業務
（エ）金銭の適正管理
（オ）収納した金銭を翌月末までにうるま市へ納付
　　　③　施設利用者管理業務
　　　④　施設巡回による管理業務
　　　⑤　施設の日常清掃業務
（開館日毎日：トイレの清掃、施設内外の軽微な清掃、植栽散水）
　　　⑥　施設外の定期清掃（屋上清掃・草刈り業務含む）（年12回）
　　　⑦　施設内のカーペット洗浄作業（年２回）
　　　⑧　施設内床面ワックス（年1回）
　　　⑨　施設内外ガラス清掃（年４回）
　　　⑩　施設内吹き抜けガラス清掃（年１回）
　  　⑪　施設保守管理業務：消防用設備等保守点検（総合・機器）（年２回）
　　　⑫　施設保守管理業務：飲料水貯水槽清掃（年１回）
　　　⑬　施設保守管理業務：飲料水水質検査（一般１６項目）（年１回）
　　　⑭　施設保守管理業務；飲料水残留塩素測定（週１回）
　　　⑮　施設保守管理業務：浄化槽保守点検（１５５人槽）（年２４回）
　　　⑯　施設保守管理業務：昇降機保守点検（年６回）
　　　⑰　施設保守管理業務：空調機（定期点検）（年４回）
　　　⑱　施設保守管理業務：全熱交換機フィルター清掃（年４回）
　⑲　施設保守管理業務：自家用電気工作物保安管理（保安規定による周期：６回）
　　　⑳　施設保守管理業務：ねずみ昆虫等防除（年２回）
　　　㉑　施設のごみ回収に関する業務
　　　㉒　施設の防火管理に関する法定報告業務
㉓　施設の電気機器、ネットワーク機器、放送機器の不具合への対応業務
㉔　施設管理に必要な物品の調達
㉕　その他、施設利用者からの要望等への対応
㉖　その他、発注者より指示のある事務・作業

（２）石川多目的ドームの施設管理に関すること
　　　①　施設利用に係る鍵の管理に関すること。
　②　施設利用に係る予約受付に関すること。　

（３）「闘牛のまち」の普及啓発に関すること（受注者による自主事業の実施）
　舞天館及び多目的ドームを活用し、「闘牛のまち」として本市のＰＲに資する取組を実施すること。内容は、企画提案を基に発注者と協議の上、計画・実施する。
　予算の有無は問わないが、業務委託料には含まないものとし、受注者の独立採算により実施すること。

８，人員の配置及び条件
（１）休日：日曜日・１２月２９日から翌年の１月３日まで・慰霊の日。
（２）勤務を要する日：（１）で定められた休日を除く日。
（３）勤務時間：午前８時３０分から午後１０時まで。
[bookmark: _Hlk187743241]　　　※基本勤務時間：午前8時30分から午後6時までとし、舞天館の施設予約時におい
ては午後10時まで対応することとする。
（４）配置管理業務吏員：常時2名以上配置することする。しかし、施設予約時間に変動が
ある場合はこの限りではない。なお、市職員（会計年度任用職員、
再任用職員含む）の配置はない。
９，業務内容の報告
受注者は、次に掲げる区分に従い、発注者に対し文書で業務報告を行うこと。
（１）業務日報
業務責任者は、常に施設設備の維持管理に関する状況を把握し、毎日、業務日報を作成し、発注者に報告すること。
（２）業務月報
業務責任者は、毎月、設利用実績及び管理状況（設備保守管理報告等）を取りまとめた業務月報を作成し翌月10日までに発注者に報告すること。
（３）業務年報
業務責任者は、設備管理業務について関係業務の集約・統計処理を行った上で業務年報を作成し、年度終了後10日以内に発注者に報告すること。
（４）書類の保管
業務責任者は、業務日報、業務月報、業務年報、その他報告書（タイムカード含む）を適切に保管し、発注者の提示の要求があれば速やかに提出できるよう整理しておくこと。　　
報告書の保存期限は、５年間とする。
（５）その他
業務責任者は、常に業務内容の点検・見直しを行い改善に努めること。

１０，損害賠償責任等
（１）受注者は本契約に基づく業務遂行中、受注者の責に帰すべき事由により生じた発注者の損害について、その損害を賠償するものとする。
（２）受注者は本契約に基づく業務遂行中、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がそ
損害を補償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由
により生じたものについては、発注者がこれを負担する。



１１，その他留意事項
（１）本業務に従事する職員は、利用者に舞天館の職員とわかるように名札を着用すること。
（２）本業務に従事する職員は、利用者の利便性に配慮し、所有する車両は、発注者の指示
する職員専用駐車スペースへ駐車すること。
（３）業務履行期間満了又は委託業務取消しによる業務終了に伴い、引き継ぎ作業の必要
ある場合においては協力すること。
（４）本仕様書に定めのない事項が発生した場合、又は業務内容について疑義が発生した場
合は発注者と協議を行うこと。

１２,　緊急時の連絡体制
休日及び夜間等に発生する異常事態に対処するため、緊急連絡体制を整備し、緊急連絡先一覧表を作成のうえ年度当初に発注者に提出すること。発注者の指定連絡先及び連絡者氏名は別途指示する。
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